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2024 年 3 月 19 日 

日 本 銀 行 

金 融 市 場 局 

 

本日の決定を受けた市場調節面の対応について 

日本銀行では、本日の政策委員会・金融政策決定会合において決定された金融

市場調節方針などを受け、次のとおり調節運営面での対応を講じることとしま

したので、お知らせします。 

 

１．長期国債の買入れ（利回り・価格入札方式）の買入金額等 

（１）2024年４～６月の買入れ 

「長期国債買入れ（利回り・価格入札方式）の四半期予定（2024 年４～６

月）」（2024年 3月 19日）で示したとおり、これまでと概ね同程度の金額で長

期国債の買入れを継続します。 

（２）2024年３月末までの買入れ 

「長期国債買入れ（利回り・価格入札方式）の四半期予定（2024 年１～３

月）[一部変更]」（2024年 2月 29日）で公表した長期国債の買入れについて、

3 月 22 日、28 日には、予定している残存期間区分別の買入れを実施します。

買入金額は、（１）と同じ扱いとします。 

（３）その他の機動的な買入れ等 

（１）、（２）にかかわらず、長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、

買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施します。 

 

２．CP・社債等買入れの運用 

2024年４月末までの CP・社債等買入れについては、原則として、「CP・社債

等買入のオファー日程（2024年３月～４月）」（2024年 2月 29日）で公表した

日程、１回当たりオファー金額で実施します。５月以降のオファー日程、１回
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当たりオファー金額については、後日公表します。 

 

３．その他の措置 

（１）短期の共通担保資金供給オペの運用 

2022 年９月以降、金額無制限で実施してきた短期の共通担保資金供給オペ

については、今後は、金融市場の状況を踏まえ、適宜の金額で実施します。オ

ファー金額は、オファーの都度、通知します。 

（２）国債補完供給の運用 

国債補完供給は、当面の間、「チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要

件緩和措置について」（2024 年 2 月 29 日）を含め、現状の取扱いを継続しま

す。ただし、「10年物国債のカレント３銘柄にかかる金融市場調節面の措置に

ついて」（2023年 2月 16日）は、取り止めることとします（注）。 

（注）国債補完供給は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債および

資金決済の円滑確保にも資するとの観点から、本行が保有する国債を市場

参加者に対して一時的かつ補完的に供給することを目的として行うもの

です。引き続き、日本銀行が適当と認める場合には、所要の措置をとるこ

とがあります。 

 

以  上 

 

＜照会先＞ 

 日本銀行金融市場局市場調節課 井出（03-3277-1234）、粟井（03-3277-1284） 


